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◇ 紀の国森づくり税条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   紀の国森づくり税について、県民税の均等割の税率の特例措置の適用期間を延長するとともに、

  所要の改正等を行いました。（第２条、第３条及び附則第１項～第３項関係） 

 ２ 施行期日 

   公布の日から施行します。ただし、第３条第１項の改正規定（「各事業年度若しくは各連結事業

  年度」を「各事業年度」に、「第５２条第２項第４号」を「第５２条第２項第３号」に改める部分

  に限る。）並びに附則第２項及び第３項の規定は、令和４年４月１日から施行します。 

◇ 和歌山県青少年健全育成条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   民法の一部改正に伴い、青少年の定義を改めることとしました。（第８条関係） 

 ２ 施行期日 

   令和４年４月１日から施行します。 

◇ 和歌山県未成年者喫煙防止条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   民法及び未成年者喫煙禁止法の一部改正に伴い、所要の改正を行うとともに、規定の整備を行う

こととしました。（第１条～第３条及び第５条～第１４条関係） 

 ２ 施行期日 

      令和４年４月１日から施行します。 

◇ 和歌山県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく知事の権限に属する事務の一部を関係市町村が

処理することとしました。（第２条関係） 

 ２ 施行期日 

      令和４年２月２０日から施行します。 

◇ 和歌山県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、クロスボウの所持の許可の申請に 
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対する審査等に係る手数料の額を定めるとともに、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部

改正等に伴い、長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査に係る手数料の額の改定を行

い、住宅の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例の許可の申請に対する審査に係る手数料

の額を定めるほか、所要の改正を行うこととしました。（別表第２第３２項及び別表第３第１３項

関係） 

２ 施行期日 

別表第３第１３項の改正規定は令和４年２月２０日から、別表第２第３２項の改正規定は同年３

月１５日から施行します。 

紀の国森づくり税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令 和 3 年 1 2 月 2 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第52号

紀の国森づくり税条例の一部を改正する条例

（平成 年和歌山県条例第 号）の一部を次のように改正する。紀の国森づくり税条例 17 1 3 8

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（個人の県民税の均等割の税率の特例） （個人の県民税の均等割の税率の特例）
第 2 条 平成19年度から令和 8 年度までの各年度 第 2 条 平成19年度から平成33年度までの各年度

分の個人の県民税の均等割の税率は、県税条例 分の個人の県民税の均等割の税率は、県税条例
第25条の規定にかかわらず、同条に定める額に 第25条の規定にかかわらず、同条に定める額に
紀の国森づくり税として5 0 0円を加算した額と 紀の国森づくり税として5 0 0円を加算した額と
する。 する。

（法人の県民税の均等割の税率の特例） （法人等の県民税の均等割の税率の特例）
第 3 条 平成19年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月31日 第 3 条 平成19年 4 月 1 日から平成34年 3 月31日

までの間（以下この項において「特例期間」と までの間（以下この項において「特例期間」と
いう。）に開始する各事業年度又は特例期間に いう。）に開始する各事業年度若しくは各連結
おける地方税法（昭和25年法律第2 2 6号）第52 事業年度又は特例期間における地方税法（昭和
条第 2 項第 3 号の期間に係る県税条例第32条第 25年法律第2 2 6号）第52条第 2 項第 4 号の期間
1 項の法人の県民税の均等割の税率は、同項の に係る県税条例第32条第 1 項の法人等の県民税
規定にかかわらず、同項の表の左欄に掲げる法 の均等割の税率は、同項の規定にかかわらず、
人の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額 同項の表の左欄に掲げる法人等の区分に応じ、
に、紀の国森づくり税として当該額に1 0 0分の それぞれ当該右欄に定める額に、紀の国森づく
5 を乗じて得た額を加算した額とする。 り税として当該額に1 0 0分の 5 を乗じて得た額

を加算した額とする。
2 略 2 略

附 則 附 則
（施行期日） （施行期日）

1 略 1 略

（読替規定）
2 略 2 略

3 平成26年度から令和 5 年度までの各年度分の 3 平成26年度から平成33年度までの各年度分の
個人の県民税の均等割に限り、第 2 条の規定の 個人の県民税の均等割に限り、第 2 条の規定の
適用については、同条中「県税条例第25条」と 適用については、同条中「県税条例第25条」と
あるのは「県税条例第25条及び同条例附則第 6 あるのは「県税条例第25条及び同条例附則第 6
項の 9 」と、「同条に定める額」とあるのは「 項の 9 」と、「同条に定める額」とあるのは「
同項に定める額」とする。 同項に定める額」とする。
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附 則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 3 条第 1 項の改正規定（「各事業年度若しくは各連

結事業年度」を「各事業年度」に、「第52条第 2 項第 4 号」を「第52条第 2項第 3号」に改める部分に

限る。）並びに次項及び附則第 3項の規定は、令和 4 年 4月 1日から施行する。

（経過措置）

2 前項ただし書に規定する規定による改正後の紀の国森づくり税条例第 3 条第 1項の規定は、前項ただ

し書に規定する規定の施行の日（以下「施行日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法等の一

部を改正する法律（令和 2 年法律第 8号。以下この項において「所得税法等改正法」という。）第 3条

の規定（所得税法等改正法附則第 1 条第 5 号ロに掲げる改正規定に限る。）による改正前の法人税法（

以下「旧法人税法」という。）第 2 条第12号の 7 に規定する連結子法人（次項において「連結子法人」

という。）の連結親法人事業年度（旧法人税法第15条の 2第 1項に規定する連結親法人事業年度をいう。

次項において同じ。）が施行日前に開始した事業年度を除く。）分の法人の県民税について適用する。

3 施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含

む。）分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度（旧法人税法第15条の 2 第 1 項に規定す

る連結事業年度をいう。以下同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事

業年度を含む。）分の法人の県民税については、附則第 1項ただし書に規定する規定による改正前の紀

の国森づくり税条例第 3条第 1 項の規定は、なおその効力を有する。

和歌山県青少年健全育成条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令 和 3 年 1 2 月 2 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第53号

和歌山県青少年健全育成条例の一部を改正する条例

和歌山県青少年健全育成条例（昭和53年和歌山県条例第36号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義） （定義）
第 8条 この章以下において次の各号に掲げる用 第8条 この章以下において次の各号に掲げる用
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。 による。

青少年 18歳に達するまでの者をいう。 青少年 18歳に達するまでの者（法律の規(１) (１)
定により成年に達したものとみなされる者を
除く。）をいう。

～ 略 ～ 略(２) (12) (２) (12)

附 則

（施行期日）

1 この条例は、令和 4 年 4月 1 日から施行する。
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（経過措置）

2 次に掲げる者に対するこの条例による改正後の和歌山県青少年健全育成条例の規定の適用については、

同条例第 8 条第 1 号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

民法の一部を改正する法律（平成30年法律第59号。以下「民法改正法」という。）附則第 2条第 3(１)

項の規定によりなお従前の例により婚姻の時に成年に達したものとみなすこととされた、民法改正法

の施行日前に当該婚姻をし民法改正法による改正前の民法（明治29年法律第89号。次号において「旧

民法」という。）第7 5 3条の規定により成年に達したものとみなされた者

その婚姻について民法改正法附則第 3 条第 3 項の規定により旧民法第7 5 3条の規定がなおその効力(２)

を有することとされる民法改正法附則第 3 条第 2 項の規定による婚姻をした者

和歌山県未成年者喫煙防止条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令 和 3 年 1 2 月 2 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第54号

和歌山県未成年者喫煙防止条例の一部を改正する条例

和歌山県未成年者喫煙防止条例（平成20年和歌山県条例第31号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

和歌山県20歳未満の者の喫煙の防止に関す 和歌山県未成年者喫煙防止条例
る条例

（目的） （目的）
第 1条 この条例は、20歳未満の者の喫煙の防止 第 1条 この条例は、未成年者の喫煙の防止に関

に関し、県、保護者、販売業者、事業者及び県 し、県、保護者、販売業者、事業者及び県民の
民の責務を明らかにするとともに、県の実施す 責務を明らかにするとともに、県の実施する施
る施策について必要な事項を定めることにより 策について必要な事項を定めることにより、未
、20歳未満の者の喫煙を防止するための社会環 成年者の喫煙を防止するための社会環境の整備
境の整備を図り、もって20歳未満の者の健康の を図り、もって未成年者の健康の保護及び健全
保護及び健全な育成に寄与することを目的とす な育成に寄与することを目的とする。
る。

（定義） （定義）
第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用 第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 語の意義は、当該各号に定めるところによる。
・ 略 ・ 略(１) (２) (１) (２)

販売業者 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ 販売業者 未成年者喫煙禁止法（明治33年(３) (３)
関スル法律（明治33年法律第33号）第 4条に 法律第33号）第 4条に規定する煙草又ハ器具
規定する煙草又ハ器具ヲ販売スル者をいう。 ヲ販売スル者をいう。
略 略(４) (４)
事業者 20歳未満の者を雇用する者をいう 事業者 未成年者を雇用する者をいう。(５) (５)

。
・ 略 ・ 略(６) (７) (６) (７)

（県の責務） （県の責務）
第 3条 県は、20歳未満の者の喫煙を防止するた 第 3条 県は、未成年者の喫煙を防止するための

めの社会環境の整備に関する総合的な施策を実 社会環境の整備に関する総合的な施策を実施す
施するものとする。 るものとする。

2 略 2 略

（販売業者の責務） （販売業者の責務）
第 5条 販売業者は、20歳未満の者の喫煙を防止 第 5条 販売業者は、未成年者の喫煙を防止する

するための社会環境の整備に自主的かつ積極的 ための社会環境の整備に自主的かつ積極的に取
に取り組まなければならない。 り組まなければならない。
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2 略 2 略

（事業者の責務） （事業者の責務）
第 6条 事業者は、その雇用する20歳未満の者の 第 6条 事業者は、その雇用する未成年者の喫煙

喫煙を防止し、及びその雇用する20歳未満の者 を防止し、及びその雇用する未成年者を受動喫
を受動喫煙から保護するよう努めなければなら 煙から保護するよう努めなければならない。
ない。

2 略 2 略

（県民の責務） （県民の責務）
第 7条 県民は、20歳未満の者の喫煙を防止し、 第 7条 県民は、未成年者の喫煙を防止し、及び

及び20歳未満の者を受動喫煙から保護するよう 未成年者を受動喫煙から保護するよう努めなけ
努めなければならない。 ればならない。

2 略 2 略

（喫煙の防止に関する教育等への協力） （喫煙の防止に関する教育等への協力）
第 8条 知事は、学校において、その児童、生徒 第 8条 知事は、学校において、その児童、生徒

及び学生等が喫煙の影響に関する正しい理解を 及び学生等が喫煙の影響に関する正しい理解を
深めることができるよう、必要な情報を提供す 深めることができるよう、必要な情報を提供す
る等20歳未満の者の喫煙の防止に関する教育の る等未成年者の喫煙の防止に関する教育の充実
充実に協力するものとする。 に協力するものとする。

2 知事は、事業者の雇用する20歳未満の者が喫 2 知事は、事業者の雇用する未成年者が喫煙の
煙の影響に関する正しい理解を深めることがで 影響に関する正しい理解を深めることができる
きるよう、事業者の求めに応じ、必要な情報を よう、事業者の求めに応じ、必要な情報を提供
提供する等20歳未満の者の喫煙の防止に関する する等未成年者の喫煙の防止に関する取組に協
取組に協力するものとする。 力するものとする。

（購入希望者の年齢確認） （購入希望者の年齢確認）
第 9条 販売業者は、たばこを購入しようとする 第 9条 販売業者は、たばこを購入しようとする

者（以下「購入希望者」という。）が20歳に達 者（以下「購入希望者」という。）が成年に達
していることが明らかである場合を除き、その していることが明らかである場合を除き、その
者の年齢を確認するために必要な書類で規則で 者の年齢を確認するために必要な書類で規則で
定めるものの提示を求め、その者の年齢を確認 定めるものの提示を求め、その者の年齢を確認
しなければならない。 しなければならない。

2 略 2 略

（自動販売機における購入希望者が20歳に達し （自動販売機における購入希望者の成年識別）
ていることの識別）

第10条 販売業者は、自動販売機によりたばこを 第10条 販売業者は、自動販売機によりたばこを
販売するときは購入希望者が20歳に達している 販売するときは購入希望者が成年に達している
ことを識別するのに必要な機能を有する自動販 ことを識別するのに必要な機能を有する自動販
売機によることとし、20歳未満の者がたばこを 売機によることとし、未成年者がたばこを購入
購入できないようにしなければならない。 できないようにしなければならない。

2 何人も、前項の自動販売機から購入する際に 2 何人も、前項の自動販売機から購入する際に
必要となるカード等を20歳未満の者に譲渡し、 必要となるカード等を未成年者に譲渡し、又は
又は貸与してはならない。 貸与してはならない。

（購入依頼の禁止） （購入依頼の禁止）
第11条 何人も、20歳未満の者の喫煙を助長する 第11条 何人も、未成年者の喫煙を助長すること

ことがないよう、20歳未満の者に対し、たばこ がないよう、未成年者に対し、たばこの購入を
の購入を依頼してはならない。 依頼してはならない。

（学校敷地内等の喫煙の禁止） （学校敷地内等の喫煙の禁止）
第12条 知事は、20歳未満の者の健康の保護及び 第12条 知事は、未成年者の健康の保護及び健全

健全な育成を図るため、学校及び児童福祉施設 な育成を図るため、学校及び児童福祉施設の敷
の敷地内における喫煙を禁止するよう必要な措 地内における喫煙を禁止するよう必要な措置を
置を求めるものとする。 求めるものとする。

（報告聴取） （報告聴取）
第13条 知事は、第 9条第 1 項及び第10条第 1 項 第13条 知事は、第 9条第 1 項及び第10条第 1 項

の規定の施行に必要な限度において、販売業者 の規定の施行に必要な限度において、販売業者
に対し、購入希望者の年齢確認その他の20歳未 に対し、購入希望者の年齢確認その他の未成年
満の者の喫煙を防止するための措置状況に関す 者の喫煙を防止するための措置状況に関する報
る報告を求めることができる。 告を求めることができる。

（立入調査） （立入調査）
第14条 知事は、第 9条第 1 項及び第10条第 1 項 第14条 知事は、第 9条第 1 項及び第10条第 1 項

の規定の施行に必要な限度において、その職員 の規定の施行に必要な限度において、その職員
に、販売業者の店舗その他の場所に立ち入り、 に、販売業者の店舗その他の場所に立ち入り、
購入希望者の年齢確認その他の20歳未満の者の 購入希望者の年齢確認その他の未成年者の喫煙
喫煙を防止するための措置状況に関し、設備、 を防止するための措置状況に関し、設備、帳簿
帳簿書類その他の物件を調査させることができ 書類その他の物件を調査させることができる。
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る。
2・ 3 略 2・ 3 略

附 則

この条例は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。

をここに公布する。和歌山県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

令 和 3 年 1 2 月 2 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第55号

和歌山県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

和歌山県の事務処理の特例に関する条例（平成11年和歌山県条例第38号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（市町村が処理する事務の範囲等） （市町村が処理する事務の範囲等）
第 2 条 次の表の左欄に掲げる事務は、それぞれ 第 2 条 次の表の左欄に掲げる事務は、それぞれ

右欄に掲げる市町村が処理することとする。 右欄に掲げる市町村が処理することとする。

事務 市町村 事務 市町村

略 略

73 略 略 73 略 略

74 長期優良住宅の普及の促進 各市町村（
に関する法律（平成20年法律 和歌山市を
第87号）第18条第 1 項の規定 除く。）
による許可に係る知事に提出
すべき申請書の受理

附 則

この条例は、令和 4 年 2 月20日から施行する。

をここに公布する。和歌山県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

令 和 3 年 1 2 月 2 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第56号

和歌山県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

和歌山県使用料及び手数料条例（昭和22年和歌山県条例第28号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第 2 地方自治法その他の法令により標準が 別表第 2 地方自治法その他の法令により標準が
定められている手数料（第 2 条関係） 定められている手数料（第 2 条関係）
1 ～31 略 1 ～31 略
32 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第 32 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第
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6 号。以下この項において「法」という。） 6 号。以下この項において「法」という。）
の施行に関する事務 の施行に関する事務

法第 4 条第 1 項の規定に基づく銃砲等又 法第 4 条第 1 項の規定に基づく銃砲又は(１) (１)
は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査 刀剣類の所持の許可の申請に対する審査
ア 法第 4 条第 1 項第 1 号の規定による猟 ア 法第 4 条第 1 項第 1 号の規定による猟

銃又は空気銃の所持の許可を現に受けて 銃又は空気銃の所持の許可を現に受けて
いる者に対する同号の規定に基づく猟銃 いる者に対する同号の規定に基づく許可
又は空気銃の所持の許可の申請に係る審 の申請に係る審査 1 件につき 6,800
査 1 件につき 6,800円（当該申請を 円（当該申請を行う者が同時に他の同号
行う者が同時に他の同号の規定に基づく の規定に基づく許可の申請を行う場合に
猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行 おける当該他の同号の規定に基づく許可
う場合における当該他の同号の規定に基 の申請に係る審査にあっては、4,300円
づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請 ）
に係る審査にあっては、4,300円）

イ 法第 4 条第 1 項第 1 号の規定によるク
ロスボウの所持の許可を現に受けている
者に対する同号の規定に基づくクロスボ
ウの所持の許可の申請に係る審査 1 件
につき 6,800円（当該申請を行う者が
同時に他の同号の規定に基づくクロスボ
ウの所持の許可の申請を行う場合におけ
る当該他の同号の規定に基づくクロスボ
ウの所持の許可の申請に係る審査にあっ
ては、4,300円）

ウ その他の者に対する許可の申請に係る イ その他の者に対する許可の申請に係る
審査 1 件につき 10,500円（当該申請 審査 1 件につき 10,500円（当該申請
を行う者が同時に他の法第 4 条第 1 項の を行う者が同時に他の同項の規定に基づ
規定に基づく許可の申請を行う場合にお く許可の申請を行う場合における当該他
ける当該他の同項の規定に基づく許可の の同項の規定に基づく許可の申請に係る
申請に係る審査にあっては、6,700円） 審査にあっては、6,700円）
法第 6 条第 1 項の規定に基づく国際競技 法第 6 条第 1 項の規定に基づく国際競技(２) (２)

に参加するため入国する外国人の銃砲等又 に参加するため入国する外国人の銃砲又は
は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査 刀剣類の所持の許可の申請に対する審査

1 件につき 3,900円（当該申請を行う 1 件につき 3,900円（当該申請を行う者
者が同時に他の同項の規定に基づく許可の が同時に他の法第 6 条第 1 項の規定に基づ
申請を行う場合における当該他の同項の規 く許可の申請を行う場合における当該他の
定に基づく許可の申請に係る審査にあって 同項の規定に基づく許可の申請に係る審査
は、1,800円） にあっては、1,800円）
・ 略 ・ 略(３) (４) (３) (４)

法第 7 条の 3 第 2 項の規定に基づく法第 法第 7 条の 3 第 2 項の規定に基づく法第(５) (５)
4 条第 1 項第 1 号の規定による猟銃若しく 4 条第 1 項第 1 号の規定による猟銃又は空
は空気銃又はクロスボウの所持の許可の更 気銃の所持の許可の更新の申請に対する審
新の申請に対する審査 査
ア 新たな許可証の交付を伴う法第 7 条の ア 新たな許可証の交付を伴う場合 1 件

3 第 1 項の規定に基づく猟銃又は空気銃 につき 7,200円（当該申請を行う者が
の所持の許可の更新の申請に係る審査 同時に他の法第 7 条の 3 第 1 項の規定に
1 件につき 7,200円（当該申請を行う 基づく許可の更新の申請を行う場合にお
者が同時に他の同項の規定に基づく猟銃 ける当該他の同項の規定に基づく許可の
又は空気銃の所持の許可の更新の申請を 更新の申請に係る審査及び当該申請を行
行う場合における当該他の同項の規定に う者が同時に法第 4 条第 1 項第 1 号の規
基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更 定に基づく許可の申請を行う場合におけ
新の申請に係る審査及び当該申請を行う る当該法第 7 条の 3 第 1 項の規定に基づ
者が同時に法第 4 条第 1 項第 1 号の規定 く許可の更新の申請に係る審査にあって
に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の は、4,800円）
申請を行う場合における当該法第 7 条の
3 第 1 項の規定に基づく猟銃又は空気銃
の所持の許可の更新の申請に係る審査に
あっては、4,800円）

イ 新たな許可証の交付を伴う法第 7 条の
3 第 1 項の規定に基づくクロスボウの所
持の許可の更新の申請に係る審査 1 件
につき 7,200円（当該申請を行う者が
同時に他の同項の規定に基づくクロスボ
ウの所持の許可の更新の申請を行う場合
における当該他の同項の規定に基づくク
ロスボウの所持の許可の更新の申請に係
る審査及び当該申請を行う者が同時に法
第 4 条第 1 項第 1 号の規定に基づくクロ
スボウの所持の許可の申請を行う場合に
おける当該法第 7 条の 3 第 1 項の規定に
基づくクロスボウの所持の許可の更新の
申請に係る審査にあっては、4,800円）
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ウ 新たな許可証の交付を伴わない法第 7 イ 新たな許可証の交付を伴わない場合
条の 3 第 1 項の規定に基づく猟銃又は空 1 件につき 6,800円（当該申請を行う
気銃の所持の許可の更新の申請に係る審 者が同時に他の同項の規定に基づく許可
査 1 件につき 6,800円（当該申請を の更新の申請を行う場合における当該他
行う者が同時に他の同項の規定に基づく の同項の規定に基づく許可の更新の申請
猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申 に係る審査及び当該申請を行う者が同時
請を行う場合における当該他の同項の規 に同号の規定に基づく許可の申請を行う
定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可 場合における当該同項の規定に基づく許
の更新の申請に係る審査及び当該申請を 可の更新の申請に係る審査にあっては、
行う者が同時に法第 4 条第 1 項第 1 号の 4,400円）
規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許
可の申請を行う場合における当該法第 7
条の 3 第 1 項の規定に基づく猟銃又は空
気銃の所持の許可の更新の申請に係る審
査にあっては、4,400円）

エ 新たな許可証の交付を伴わない法第 7
条の 3 第 1 項の規定に基づくクロスボウ
の所持の許可の更新の申請に係る審査
1 件につき 6,800円（当該申請を行う
者が同時に他の同項の規定に基づくクロ
スボウの所持の許可の更新の申請を行う
場合における当該他の同項の規定に基づ
くクロスボウの所持の許可の更新の申請
に係る審査及び当該申請を行う者が同時
に法第 4 条第 1 項第 1 号の規定に基づく
クロスボウの所持の許可の申請を行う場
合における当該法第 7 条の 3 第 1 項の規
定に基づくクロスボウの所持の許可の更
新の申請に係る審査にあっては、4,400
円）

・ 略 ・ 略(６) (７) (６) (７)
法第 5 条の 3 の 2 第１項の規定に基づく(８)

クロスボウの取扱いに関する講習会の開催
ア 現に法第 4 条第 1 項第 1 号の規定によ

る許可を受けてクロスボウを所持してい
る者に対する講習会 1 件につき 3,00
0 円

イ その他の者に対する講習会 1 件につ
き 6,900円

～ 略 ～ 略(９) (16) (８) (15)
法第 9 条の16第 1 項の規定に基づく射撃(17)

練習を行う資格の認定の申請に対する審査
1 件につき 9,300円（当該申請を行う

者が同時に他の同項の規定に基づく射撃練
習を行う資格の認定の申請を行う場合にお
ける当該他の同項の規定に基づく射撃練習
を行う資格の認定の申請に係る審査にあっ
ては、5,600円）
～ 略 ～ 略(18) (20) (16) (18)

33～36 略 33～36 略

別表第 3 別表第 2 に掲げる手数料以外の手数料 別表第 3 別表第 2 に掲げる手数料以外の手数料
（第 2 条関係） （第 2 条関係）
1 ～12 略 1 ～12 略
13 土木関係事務 13 土木関係事務

～ 略 ～ 略(１) (10) (１) (10)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(11) (11)

（平成20年法律第87号。以下この号におい （平成20年法律第87号。以下この号におい
て「法」という。）の施行に関する事務 て「法」という。）の施行に関する事務
ア 法第 5 条第 1 項から第 5 項までの規定 ア 法第 5 条第 1 項から第 3 項までの規定

に基づく認定の申請に対する審査 に基づく認定の申請に対する審査
法第 6 条第 2 項の規定に基づく申出 法第 6 条第 2 項の規定に基づく申出(ア) (ア)

がない場合 がない場合
ａ 建築しようとする住宅（法第 2 条 ａ 建築しようとする住宅（法第 2 条

第 1 項に規定する住宅をいう。以下 第 1 項に規定する住宅をいう。以下
この号において同じ。）が一戸建て この号において同じ。）が一戸建て
の住宅（長期優良住宅の普及の促進 の住宅（長期優良住宅の普及の促進
に関する法律施行規則（平成21年国 に関する法律施行規則（平成21年国
土交通省令第 3 号。以下この号にお 土交通省令第 3 号）第 4 条第 1 項第
いて「規則」という。）第 4 条第 1 1 号に規定する一戸建ての住宅をい
項第 1 号に規定する一戸建ての住宅 う。以下この号において同じ。）で
をいう。以下この号において同じ。 ある場合の手数料の額は、申請に係
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）である場合の手数料の額は、申請 る住宅の戸数 1 戸につき、次の表の
に係る住宅の戸数 1 戸につき、次の とおりとする。
表のとおりとする。

住宅の別 床面積の合計 金額 住宅の別 床面積の合計 金額

新築基準 1 0 0平方メートル以 47,000円 新築基準 1 0 0平方メートル以 49,000円
が適用さ 内のもの（評価機関 が適用さ 内のもの（評価機関
れる住宅 確認書等交付住宅で れる住宅 適合証交付住宅又は

ない場合） 評価機関住宅性能評
価書交付住宅でない
場合）

1 0 0平方メートル以 13,000円 1 0 0平方メートル以 7,000円
内のもの（評価機関 内のもの（評価機関
確認書等交付住宅で 適合証交付住宅であ
ある場合） る場合）

1 0 0平方メートル以 17,000円
内のもの（評価機関
住宅性能評価書交付
住宅である場合）

1 0 0平方メートルを 60,000円 1 0 0平方メートルを 62,000円
超え、2 0 0平方メー 超え、2 0 0平方メー
トル以内のもの（評 トル以内のもの（評
価機関確認書等交付 価機関適合証交付住
住宅でない場合） 宅又は評価機関住宅

性能評価書交付住宅
でない場合）

1 0 0平方メートルを 15,000円 1 0 0平方メートルを 9,000円
超え、2 0 0平方メー 超え、2 0 0平方メー
トル以内のもの（評 トル以内のもの（評
価機関確認書等交付 価機関適合証交付住
住宅である場合） 宅である場合）

1 0 0平方メートルを 21,000円
超え、2 0 0平方メー
トル以内のもの（評
価機関住宅性能評価
書交付住宅である場
合）

2 0 0平方メートルを 110,000円 2 0 0平方メートルを 115,000円
超えるもの（評価機 超えるもの（評価機
関確認書等交付住宅 関適合証交付住宅又
でない場合） は評価機関住宅性能

評価書交付住宅でな
い場合）

2 0 0平方メートルを 23,000円 2 0 0平方メートルを 14,000円
超えるもの（評価機 超えるもの（評価機
関確認書等交付住宅 関適合証交付住宅で
である場合） ある場合）

2 0 0平方メートルを 32,000円
超えるもの（評価機
関住宅性能評価書交
付住宅である場合）

増改築基 1 0 0平方メートル以 略 増改築基 1 0 0平方メートル以 略
準が適用 内のもの（評価機関 準が適用 内のもの（評価機関
される住 確認書等交付住宅で される住 適合証交付住宅でな
宅 ない場合） 宅 い場合）

1 0 0平方メートル以 19,000円 1 0 0平方メートル以 10,000円
内のもの（評価機関 内のもの（評価機関
確認書等交付住宅で 適合証交付住宅であ
ある場合） る場合）

1 0 0平方メートルを 88,000円 1 0 0平方メートルを 87,000円
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超え、2 0 0平方メー 超え、2 0 0平方メー
トル以内のもの（評 トル以内のもの（評
価機関確認書等交付 価機関適合証交付住
住宅でない場合） 宅でない場合）

1 0 0平方メートルを 23,000円 1 0 0平方メートルを 12,000円
超え、2 0 0平方メー 超え、2 0 0平方メー
トル以内のもの（評 トル以内のもの（評
価機関確認書等交付 価機関適合証交付住
住宅である場合） 宅である場合）

2 0 0平方メートルを 160,000円 2 0 0平方メートルを 159,000円
超えるもの（評価機 超えるもの（評価機
関確認書等交付住宅 関適合証交付住宅で
でない場合） ない場合）

2 0 0平方メートルを 34,000円 2 0 0平方メートルを 19,000円
超えるもの（評価機 超えるもの（評価機
関確認書等交付住宅 関適合証交付住宅で
である場合） ある場合）

備考 備考
1 ・ 2 略 1 ・ 2 略
3 「評価機関確認書等交付住宅」とは、 3 「評価機関適合証交付住宅」とは、住
住宅の品質確保の促進等に関する法律（ 宅の品質確保の促進等に関する法律（平
平成11年法律第81号）第 5 条第 1 項に規 成11年法律第81号）第 5条第 1 項に規定
定する登録住宅性能評価機関が同法第 6 する登録住宅性能評価機関が法第 6条第
条の 2 第 5 項に規定するその住宅の構造 1項各号（第 3 号を除く。）に掲げる基
及び設備が長期使用構造等である旨が記 準に適合することを証する書面を交付し
載された確認書又は住宅性能評価書を交 た住宅をいう。
付した住宅をいう。

4 「評価機関住宅性能評価書交付住宅」
とは、住宅の品質確保の促進等に関する
法律第 5 条第 1 項に規定する登録住宅性
能評価機関が同法第 6 条第 1 項に規定す
る設計住宅性能評価書を交付した住宅を
いう。

ｂ 建築しようとする住宅が共同住宅 ｂ 建築しようとする住宅が一戸建て
等（規則第 4 条第 2 号に規定する共 の住宅以外の住宅である場合の手数
同住宅等をいう。以下この号におい 料の額は、申請に係る住宅の戸数 1
て同じ。）である場合の手数料の額 戸につき、次の表の左欄及び中欄に
は、申請に係る住宅の棟数 1 棟につ 掲げる区分に応じ、それぞれ同表の
き、次の表のとおりとする。 右欄に定める額を当該一戸建ての住

宅以外の住宅に係る建築物について
同時に申請された住宅の戸数の合計
数で除して得た額とする。この場合
において、50円未満の端数が生じた
ときはこれを切り捨て、50円以上10
0円未満の端数が生じたときはこれ
を切り上げるものとする。

住宅の別 床面積の合計 金額 住宅の別 床面積の合計 金額

新築基準 1 0 0平方メートル以 47,000円 新築基準 1 0 0平方メートル以 49,000円
が適用さ 内のもの（評価機関 が適用さ 内のもの（評価機関
れる住宅 確認書等交付住宅で れる住宅 適合証交付住宅又は

ない場合） 評価機関住宅性能評
価書交付住宅でない
場合）

1 0 0平方メートル以 13,000円 1 0 0平方メートル以 7,000円
内のもの（評価機関 内のもの（評価機関
確認書等交付住宅で 適合証交付住宅であ
ある場合） る場合）

1 0 0平方メートル以 25,000円
内のもの（評価機関
住宅性能評価書交付
住宅である場合）

1 0 0平方メートルを 60,000円 1 0 0平方メートルを 62,000円
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超え、2 0 0平方メー 超え、2 0 0平方メー
トル以内のもの（評 トル以内のもの（評
価機関確認書等交付 価機関適合証交付住
住宅でない場合） 宅又は評価機関住宅

性能評価書交付住宅
でない場合）

1 0 0平方メートルを 15,000円 1 0 0平方メートルを 9,000円
超え、2 0 0平方メー 超え、2 0 0平方メー
トル以内のもの（評 トル以内のもの（評
価機関確認書等交付 価機関適合証交付住
住宅である場合） 宅である場合）

1 0 0平方メートルを 35,000円
超え、2 0 0平方メー
トル以内のもの（評
価機関住宅性能評価
書交付住宅である場
合）

2 0 0平方メートルを 110,000円 2 0 0平方メートルを 115,000円
超え、5 0 0平方メー 超え、5 0 0平方メー
トル以内のもの（評 トル以内のもの（評
価機関確認書等交付 価機関適合証交付住
住宅でない場合） 宅又は評価機関住宅

性能評価書交付住宅
でない場合）

2 0 0平方メートルを 23,000円 2 0 0平方メートルを 14,000円
超え、5 0 0平方メー 超え、5 0 0平方メー
トル以内のもの（評 トル以内のもの（評
価機関確認書等交付 価機関適合証交付住
住宅である場合） 宅である場合）

2 0 0平方メートルを 62,000円
超え、5 0 0平方メー
トル以内のもの（評
価機関住宅性能評価
書交付住宅である場
合）

5 0 0平方メートルを 177,000円 5 0 0平方メートルを 184,000円
超え、1,000平方メ 超え、1,000平方メ
ートル以内のもの（ ートル以内のもの（
評価機関確認書等交 評価機関適合証交付
付住宅でない場合） 住宅又は評価機関住

宅性能評価書交付住
宅でない場合）

5 0 0平方メートルを 38,000円 5 0 0平方メートルを 24,000円
超え、1,000平方メ 超え、1,000平方メ
ートル以内のもの（ ートル以内のもの（
評価機関確認書等交 評価機関適合証交付
付住宅である場合） 住宅である場合）

5 0 0平方メートルを 100,000円
超え、1,000平方メ
ートル以内のもの（
評価機関住宅性能評
価書交付住宅である
場合）

1,000平方メートル 349,000円 1,000平方メートル 363,000円
を超え、3,000平方 を超え、3,000平方
メートル以内のもの メートル以内のもの
（評価機関確認書等 （評価機関適合証交
交付住宅でない場合 付住宅又は評価機関
） 住宅性能評価書交付

住宅でない場合）

1,000平方メートル 63,000円 1,000平方メートル 34,000円
を超え、3,000平方 を超え、3,000平方
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メートル以内のもの メートル以内のもの
（評価機関確認書等 （評価機関適合証交
交付住宅である場合 付住宅である場合）
）

1,000平方メートル 186,000円
を超え、3,000平方
メートル以内のもの
（評価機関住宅性能
評価書交付住宅であ
る場合）

3,000平方メートル 625,000円 3,000平方メートル 650,000円
を超え、5,000平方 を超え、5,000平方
メートル以内のもの メートル以内のもの
（評価機関確認書等 （評価機関適合証交
交付住宅でない場合 付住宅又は評価機関
） 住宅性能評価書交付

住宅でない場合）

3,000平方メートル 101,000円 3,000平方メートル 63,000円
を超え、5,000平方 を超え、5,000平方
メートル以内のもの メートル以内のもの
（評価機関確認書等 （評価機関適合証交
交付住宅である場合 付住宅である場合）
）

3,000平方メートル 318,000円
を超え、5,000平方
メートル以内のもの
（評価機関住宅性能
評価書交付住宅であ
る場合）

5,000平方メートル 1,074,000 5,000平方メートル 1,116,000
を超え、10,000平方 円 を超え、10,000平方 円
メートル以内のもの メートル以内のもの
（評価機関確認書等 （評価機関適合証交
交付住宅でない場合 付住宅又は評価機関
） 住宅性能評価書交付

住宅でない場合）

5,000平方メートル 155,000円 5,000平方メートル 108,000円
を超え、10,000平方 を超え、10,000平方
メートル以内のもの メートル以内のもの
（評価機関確認書等 （評価機関適合証交
交付住宅である場合 付住宅である場合）
）

5,000平方メートル 489,000円
を超え、10,000平方
メートル以内のもの
（評価機関住宅性能
評価書交付住宅であ
る場合）

10,000平方メートル 1,987,000 10,000平方メートル 2,064,000
を超え、20,000平方 円 を超え、20,000平方 円
メートル以内のもの メートル以内のもの
（評価機関確認書等 （評価機関適合証交
交付住宅でない場合 付住宅又は評価機関
） 住宅性能評価書交付

住宅でない場合）

10,000平方メートル 263,000円 10,000平方メートル 177,000円
を超え、20,000平方 を超え、20,000平方
メートル以内のもの メートル以内のもの
（評価機関確認書等 （評価機関適合証交
交付住宅である場合 付住宅である場合）
）

10,000平方メートル 889,000円



    和歌山県報  号外 令和 3年 12 月 24 日（金曜日） 

－ 13 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を超え、20,000平方
メートル以内のもの
（評価機関住宅性能
評価書交付住宅であ
る場合）

20,000平方メートル 2,839,000 20,000平方メートル 2,948,000
を超え、30,000平方 円 を超え、30,000平方 円
メートル以内のもの メートル以内のもの
（評価機関確認書等 （評価機関適合証交
交付住宅でない場合 付住宅又は評価機関
） 住宅性能評価書交付

住宅でない場合）

20,000平方メートル 333,000円 20,000平方メートル 217,000円
を超え、30,000平方 を超え、30,000平方
メートル以内のもの メートル以内のもの
（評価機関確認書等 （評価機関適合証交
交付住宅である場合 付住宅である場合）
）

20,000平方メートル 1,212,000
を超え、30,000平方 円
メートル以内のもの
（評価機関住宅性能
評価書交付住宅であ
る場合）

30,000平方メートル 3,477,000 30,000平方メートル 3,611,000
を超えるもの（評価 円 を超えるもの（評価 円
機関確認書等交付住 機関適合証交付住宅
宅でない場合） 又は評価機関住宅性

能評価書交付住宅で
ない場合）

30,000平方メートル 378,000円 30,000平方メートル 232,000円
を超えるもの（評価 を超えるもの（評価
機関確認書等交付住 機関適合証交付住宅
宅である場合） である場合）

30,000平方メートル 1,466,000
を超えるもの（評価 円
機関住宅性能評価書
交付住宅である場合
）

増改築基 1 0 0平方メートル以 略 増改築基 1 0 0平方メートル以 略
準が適用 内のもの（評価機関 準が適用 内のもの（評価機関
される住 確認書等交付住宅で される住 適合証交付住宅でな
宅 ない場合） 宅 い場合）

1 0 0平方メートル以 19,000円 1 0 0平方メートル以 10,000円
内のもの（評価機関 内のもの（評価機関
確認書等交付住宅で 適合証交付住宅であ
ある場合） る場合）

1 0 0平方メートルを 略 1 0 0平方メートルを 略
超え、2 0 0平方メー 超え、2 0 0平方メー
トル以内のもの（評 トル以内のもの（評
価機関確認書等交付 価機関適合証交付住
住宅でない場合） 宅でない場合）

1 0 0平方メートルを 23,000円 1 0 0平方メートルを 12,000円
超え、2 0 0平方メー 超え、2 0 0平方メー
トル以内のもの（評 トル以内のもの（評
価機関確認書等交付 価機関適合証交付住
住宅である場合） 宅である場合）

2 0 0平方メートルを 165,000円 2 0 0平方メートルを 164,000円
超え、5 0 0平方メー 超え、5 0 0平方メー
トル以内のもの（評 トル以内のもの（評
価機関確認書等交付 価機関適合証交付住
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住宅でない場合） 宅でない場合）

2 0 0平方メートルを 34,000円 2 0 0平方メートルを 19,000円
超え、5 0 0平方メー 超え、5 0 0平方メー
トル以内のもの（評 トル以内のもの（評
価機関確認書等交付 価機関適合証交付住
住宅である場合） 宅である場合）

5 0 0平方メートルを 265,000円 5 0 0平方メートルを 262,000円
超え、1,000平方メ 超え、1,000平方メ
ートル以内のもの（ ートル以内のもの（
評価機関確認書等交 評価機関適合証交付
付住宅でない場合） 住宅でない場合）

5 0 0平方メートルを 57,000円 5 0 0平方メートルを 34,000円
超え、1,000平方メ 超え、1,000平方メ
ートル以内のもの（ ートル以内のもの（
評価機関確認書等交 評価機関適合証交付
付住宅である場合） 住宅である場合）

1,000平方メートル 523,000円 1,000平方メートル 517,000円
を超え、3,000平方 を超え、3,000平方
メートル以内のもの メートル以内のもの
（評価機関確認書等 （評価機関適合証交
交付住宅でない場合 付住宅でない場合）
）

1,000平方メートル 95,000円 1,000平方メートル 48,000円
を超え、3,000平方 を超え、3,000平方
メートル以内のもの メートル以内のもの
（評価機関確認書等 （評価機関適合証交
交付住宅である場合 付住宅である場合）
）

3,000平方メートル 937,000円 3,000平方メートル 924,000円
を超え、5,000平方 を超え、5,000平方
メートル以内のもの メートル以内のもの
（評価機関確認書等 （評価機関適合証交
交付住宅でない場合 付住宅でない場合）
）

3,000平方メートル 152,000円 3,000平方メートル 89,000円
を超え、5,000平方 を超え、5,000平方
メートル以内のもの メートル以内のもの
（評価機関確認書等 （評価機関適合証交
交付住宅である場合 付住宅である場合）
）

5,000平方メートル 1,611,000 5,000平方メートル 1,588,000
を超え、10,000平方 円 を超え、10,000平方 円
メートル以内のもの メートル以内のもの
（評価機関確認書等 （評価機関適合証交
交付住宅でない場合 付住宅でない場合）
）

5,000平方メートル 232,000円 5,000平方メートル 153,000円
を超え、10,000平方 を超え、10,000平方
メートル以内のもの メートル以内のもの
（評価機関確認書等 （評価機関適合証交
交付住宅である場合 付住宅である場合）
）

10,000平方メートル 2,980,000 10,000平方メートル 2,937,000
を超え、20,000平方 円 を超え、20,000平方 円
メートル以内のもの メートル以内のもの
（評価機関確認書等 （評価機関適合証交
交付住宅でない場合 付住宅でない場合）
）

10,000平方メートル 394,000円 10,000平方メートル 251,000円
を超え、20,000平方 を超え、20,000平方
メートル以内のもの メートル以内のもの
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（評価機関確認書等 （評価機関適合証交
交付住宅である場合 付住宅である場合）
）

20,000平方メートル 4,258,000 20,000平方メートル 4,196,000
を超え、30,000平方 円 を超え、30,000平方 円
メートル以内のもの メートル以内のもの
（評価機関確認書等 （評価機関適合証交
交付住宅でない場合 付住宅でない場合）
）

20,000平方メートル 499,000円 20,000平方メートル 309,000円
を超え、30,000平方 を超え、30,000平方
メートル以内のもの メートル以内のもの
（評価機関確認書等 （評価機関適合証交
交付住宅である場合 付住宅である場合）
）

30,000平方メートル 5,216,000 30,000平方メートル 5,140,000
を超えるもの（評価 円 を超えるもの（評価 円
機関確認書等交付住 機関適合証交付住宅
宅でない場合） でない場合）

30,000平方メートル 567,000円 30,000平方メートル 329,000円
を超えるもの（評価 を超えるもの（評価
機関確認書等交付住 機関適合証交付住宅
宅である場合） である場合）

備考 備考
1 ・ 2 略 1 ・ 2 略
3 「評価機関確認書等交付住宅」とは、 3 「評価機関適合証交付住宅」とは、住
住宅の品質確保の促進等に関する法律第 宅の品質確保の促進等に関する法律第 5
5 条第 1 項に規定する登録住宅性能評価 条第 1項に規定する登録住宅性能評価機
機関が同法第 6 条の 2 第 5 項に規定する 関が法第 6条第 1 項各号（第 3 号を除く
その住宅の構造及び設備が長期使用構造 。）に掲げる基準に適合することを証す
等である旨が記載された確認書又は住宅 る書面を交付した住宅をいう。
性能評価書を交付した住宅をいう。

4 「評価機関住宅性能評価書交付住宅」
とは、住宅の品質確保の促進等に関する
法律第 5 条第 1 項に規定する登録住宅性
能評価機関が同法第 6 条第 1 項に規定す
る設計住宅性能評価書を交付した住宅を
いう。

法第 6 条第 2 項の規定による申出が 法第 6 条第 2 項の規定による申出が(イ) (イ)
ある場合 ある場合
ａ 略 ａ 略
ｂ 建築しようとする住宅が共同住宅 ｂ 建築しようとする住宅が一戸建て

等である場合の手数料の額は、申請 の住宅以外の住宅である場合の手数
に係る住宅の棟数 1 棟につき、第 8 料の額は、申請に係る住宅の戸数 1
号ア に定める額に ｂに定める額 戸につき、第 8号ア に定める額及(ア) (ア) (ア)
を加えて得た額とする。 び ｂの表の左欄及び中欄に掲げる(ア)

区分に応じ、それぞれ同表の右欄に
定める額の合計額を当該一戸建ての
住宅以外の住宅に係る建築物につい
て同時に申請された住宅の戸数の合
計数で除して得た額とする。この場
合において、50円未満の端数が生じ
たときはこれを切り捨て、50円以上
1 0 0円未満の端数が生じたときはこ
れを切り上げるものとする。

イ 法第 8 条第 1 項の規定に基づく変更の イ 法第 8 条第 1 項の規定に基づく変更の
認定の申請に対する審査 1 件につき 認定の申請に対する審査 申請に係る住
変更に係る部分の床面積の 2 分の 1 に相 宅の戸数 1 戸につき 変更に係る部分の
当する床面積（床面積の増加を伴う変更 床面積の 2 分の 1 に相当する床面積（床
にあっては、当該増加に係る床面積を加 面積の増加を伴う変更にあっては、当該
えるものとする。）に応じてアに定める 増加に係る床面積を加えるものとする。
額 ）に応じてアに定める額

ウ 法第 9 条第 1 項又は第 3 項の規定に基 ウ 法第 9条第 1 項の規定に基づく変更の
づく変更の認定の申請に対する審査 1 認定の申請に対する審査 1 件につき
件につき 7,000円 7,000円

エ 略 エ 略



    和歌山県報  号外 令和 3年 12 月 24 日（金曜日） 

－ 16 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 法第18条第 1 項の規定に基づく住宅の
延べ面積の敷地面積に対する割合に関す
る特例の許可の申請に対する審査 1 件
につき 160,000円

～ 略 ～ 略(12) (16) (12) (16)
14～20 略 14～20 略

附 則

この条例中別表第 3 第13項の改正規定は令和 4 年 2 月20日から、別表第 2 第32項の改正規定は同年 3 月

15日から施行する。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Japan Prepress)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


